
事前申請の作成方法 ※来庁して手続きをします。

事前申請とは、予めPCまたはスマホで申請書を作成し、作成
された申請書はQRコードに変換され、役場でQRコードを読み
とることにより、作成された申請書を出すことが出来ます。
役場窓口へ来庁時にQRコード見せていただきます。
事前申請のイメージ図

STEP① 事前申請用画面から作成します。

⾧和町のアプリから
「各種申請」を選択

STEP② 注意事項をよくお読みになられてから開始してください。

⾧和町役場

作りたい申請書を選択してください。

STEP③ 作りたい手続きを選択します。

申込時の案内
です。
良ければ
「はい」を
タップする。

例
テレビの手続き

名義変更

テレビ休止手続き



STEP④ 選択した手続きを確定させます。

STEP⑤ 注意事項を読みメールアドレスを入力します。

チェック
ボックス
に☑を
入れる。

ご自身の
メール
アドレス
を入れます。

同意して
次の画面へ。

選択した手続き
の内容を確定
させます。

⾧和町役場

入力したメールアドレスに認証コードが送られます



STEP⑥ メールを確認し、認証させます。

入力したメールに認証コード4桁が
届きます。

届いた認証コードを入力してください。

入力したら確定をタップします。

STEP⑦ 選択した申請書を確定させます。

申請書を確定する画面です。

他の申請書を同時に作成したい
場合は、
「申請書を追加する」
をタップします。

これでよろしければ
「申請書作成へ進む」
をタップします。

STEP⑧ 窓口に来られるかたの情報を入力します。

●その１

先に窓口に来るかたの情報を入力
します。

※申請者と同じ場合でも入力が
必須です。

⾧和町役場



STEP⑨ 申請書を作成します。

※住所入力時の注意

番地を入力する際には、
ご自身の住所の表示形式にあわせて
選択してください。

入力が終わったら
申請書作成へ進みます。

⾧和町役場

STEP⑩ 最終内容確認をします。

STEP⑪ QRコードを発行し、役場へ行きます。

登録したメールアドレスにQRコードが送られます。
QRコードの有効期限は1か月です。
役場の専用端末で手続きを行いますので、
QRコード提示してください。

必要項目を入力してください。
候補機能などを利用すると再入力の負担を軽減できます

役場に来る方の情報と申請書の内容を確認します。
よろしければ「確定する」をタップします。


